
北海道胆振海区　定置漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件

鵡さけ定第１号 鵡川漁業協同組合 勇払郡むかわ町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（2） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（3） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（4） ８月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（5） ９月１日から９月６日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（6） １２月４日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（7） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

鵡さけ定第２号 鵡川漁業協同組合 勇払郡むかわ町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月４日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

鵡さけ定第３号 鵡川漁業協同組合 勇払郡むかわ町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和６年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月４日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

苫小さけ定第１号 苫小牧鮭定置合同株
式会社ほか1名

苫小牧市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月４日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

苫小さけ定第２号 苫小牧鮭定置合同株
式会社ほか1名

苫小牧市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（2） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（3） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（4） ８月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（5） ９月１日から９月６日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（6） １２月４日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（7） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

苫小さけ定第３号 苫小牧鮭定置合同株
式会社ほか1名

苫小牧市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（2） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（3） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（4） ８月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（5） ９月１日から９月６日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（6） １２月４日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（7） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

苫小さけ定第４号 苫小牧鮭定置合同株
式会社ほか1名

苫小牧市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（2） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（3） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（4） ８月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（5） ９月１日から９月６日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（6） １２月４日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（7） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

苫小さけ定第５号 苫小牧鮭定置合同株
式会社ほか1名

苫小牧市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（2） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（3） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（4） ８月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（5） ９月１日から９月６日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（6） １２月４日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（7） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

白老さけ定第１号 中村睦夫ほか7名 白老郡白老町 地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（2） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（3） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（4） ８月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（5） ９月１日から９月６日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（6） １２月４日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（7） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

白老さけ定第２号 中村睦夫ほか7名 白老郡白老町 地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（2） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（3） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（4） ８月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（5） ９月１日から９月６日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（6） １２月４日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（7） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

漁場の区域



白老さけ定第３号 中村睦夫ほか7名 白老郡白老町 地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（2） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（3） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（4） ８月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（5） ９月１日から９月６日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（6） １２月４日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（7） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

白老さけ定第４号 中村睦夫ほか7名 白老郡白老町 地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月４日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

白老さけ定第５号 中村睦夫ほか7名 白老郡白老町 地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（2） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（3） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（4） ８月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（5） ９月１日から９月６日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（6） １２月４日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（7） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

白老さけ定第６号 中村睦夫ほか7名 白老郡白老町 地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（2） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（3） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（4） ８月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（5） ９月１日から９月６日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（6） １２月４日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（7） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

白老さけ定第７号 いぶり中央漁業協同組
合ほか55名

白老郡白老町 地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月４日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

白老さけ定第８号 いぶり中央漁業協同組
合ほか55名

白老郡白老町 地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（2） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（3） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（4） ８月２１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（5） ９月１日から９月６日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（6） １２月４日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（7） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

登さけ定第１号 いぶり中央漁業協同組
合ほか49名

登別市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（2） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（3） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（4） ８月２１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（5） ９月１日から９月６日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（6） １２月４日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（7） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

登さけ定第２号 いぶり中央漁業協同組
合ほか49名

登別市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月４日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

室さけ定第１号 室蘭漁業協同組合 室蘭市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、２個以下でなければなりません。
（2） 敷設する網の名称は、陸側から順に、陸網、沖網とします。
（3） 敷設する陸網は、枠長の陸側から３分の２以内に敷設しなければなりません。
（4） ８月２１日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（5） ９月１日から９月６日までの間は、沖網を敷設してはなりません。
（6） １２月４日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（7） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

伊さけ定第１号 藤本明弘ほか1名 伊達市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１６日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

伊さけ定第２号 岩田和義ほか5名 伊達市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１６日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



伊さけ定第３号 佐藤三男ほか3名 伊達市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１６日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

伊さけ定第４号 木村久志ほか1名 伊達市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１６日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

伊さけ定第５号 大澤一則ほか3名 伊達市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１６日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

伊さけ定第６号 （株）マルサク伊藤水産
ほか4名

伊達市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１６日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

伊さけ定第７号 （株）マルサク伊藤水産
ほか4名

伊達市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１６日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

伊さけ定第８号 いぶり噴火湾漁業協同
組合

伊達市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１６日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

洞さけ定第１号 いぶり噴火湾漁業協同
組合

虻田郡洞爺湖町地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１６日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

豊浦さけ定第１号 坂本隆文ほか2名 虻田郡豊浦町 地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１６日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

豊浦さけ定第２号 いぶり噴火湾漁業協同
組合

虻田郡豊浦町 地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１６日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

豊浦さけ定第３号 奧本安春 虻田郡豊浦町 地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１６日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

豊浦さけ定第４号 秋山勝彦 虻田郡豊浦町 地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１６日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。



豊浦さけ定第５号 土取場暢 虻田郡豊浦町 地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１６日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

豊浦さけ定第６号 いぶり噴火湾漁業協同
組合

虻田郡豊浦町 地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１６日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

豊浦さけ定第７号 幣由美夫 虻田郡豊浦町 地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１６日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

豊浦さけ定第８号 幣輝明ほか1名 虻田郡豊浦町 地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ定置漁業 ８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１６日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

豊浦さけ・いわし定第１号 濱野久雄ほか2名 虻田郡豊浦町 地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１６日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

豊浦さけ・いわし定第２号 藤村建一ほか3名 虻田郡豊浦町 地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・いわし定置漁業 ８月２５日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ８月２５日から８月３１日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１６日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。

白老さけ・ます・まぐろ定第１号 いぶり中央漁業協同組
合ほか55名

白老郡白老町 地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます・まぐろ定置
漁業

３月２１日から８月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（2） ３月２１日から４月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） ８月１６日から８月２０日までの間は、漁獲してはなりません。

登さけ・ます・まぐろ定第１号 いぶり中央漁業協同組
合ほか49名

登別市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます・まぐろ定置
漁業

３月２１日から８月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（2） ３月２１日から４月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） ８月１６日から８月２０日までの間は、漁獲してはなりません。

室さけ・ます・まぐろ定第１号 室蘭漁業協同組合 室蘭市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます・まぐろ定置
漁業

３月２１日から８月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、３個以下でなければなりません。
（2） ３月２１日から４月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） ８月１６日から８月２０日までの間は、漁獲してはなりません。

伊さけ・ます・いわし定第１号 伊達市地先 別紙漁場図のとおり 定置漁業 さけ・ます・いわし定置
漁業

３月２１日から１２月２０
日まで

令和６年１月１日から
令和10年12月31日まで

個別 － （1） 敷設する身網の数は、１個でなければなりません。
（2） ３月２１日から４月５日までの間は、網を敷設してはなりません。
（3） １２月１６日から１２月２０日までの間は、漁獲してはなりません。
（4） さけ再生産用親魚に不足が生じるおそれがあるときは、知事は、当該親魚の確
保のために必要な措置を指示することがあります。






















































































